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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（1/6）

令和元年度「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」では、公定価格の設定をはじめとする政策検討のための基礎資料を得ることを目
的に、施設又は事業所単位の財務情報、及び非財務情報が収集されている。
継続的な見える化において、新たに収集すべき情報の検討においては、当該調査の項目が参考になるものと考えられる。

経営実態調査における調査項目 情報の有用性 継続的な見える化において収集項
目とする場合の論点

1. 施設・事業
所の状況等
（施設・事業
所全体の概
要）

（1）開設年月
（2）経営主体
（3）施設・事業所の類型
（4）運営する他の教育・保育施設等の種類と数
（5）利用定員数・入所児童数（認定区分・年
齢ごと）
（6）その他（給食、清掃・洗濯、小学校接続、
子育て支援、療育支援等の実施状況）

施設類型・経営主体・定員規模等の属性に
応じた分析が可能になる。

他の制度において既に提出されてい
るデータ（子ども・子育て支援情報
公表システム（ここdeサーチ）等）
との重複が想定される。

2. 職員配置 常勤or非常勤別に、公定価格基準、実際の配置
（調査対象事業のみ）、実際の配置（調査対
象事業以外も含む）の人数を記載

1 園長（施設長）
2 副園長
3 教頭
4 主幹保育教諭（主幹教諭、主任保育士）
5 指導保育教諭（指導教諭）
6 保育教諭（教諭、保育士）等
7 調理員
8 栄養教諭・栄養士
9 看護師・准看護師
10 事務職員
11 教育・保育補助者
12 その他

• 人件費の分析において、単純な総額の多
寡のみならず、職種間の分配状況、職員
の配置状況を踏まえた分析等を行うことが
できる。

• 職員配置は教育・保育の質に関連する重
要な要素であり、特に利用者の施設等の
選択に資する情報を得ることができる。

• 公定価格基準に基づく配置人数と実際の
配置との差異は、今後の公定価格の設定
を含む政策検討にとって、重要な情報とな
る。

他の制度において既に提出されてい
るデータ（子ども・子育て支援情報
公表システム（ここdeサーチ）等）
との重複が想定される。

資料４
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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（2/6）

（前頁からの続き）

経営実態調査における調査項目 情報の有用性 継続的な見える化において収集項
目とする場合の論点

3. 職員給与 （1）処遇改善に関する加算の取得状況
① 処遇改善等加算Ⅰの取得状況
② 処遇改善等加算Ⅱの取得状況

（2）職員給与の状況（個人ごと、2017/3月末日及び
2019/3月末日）
性別
年齢
勤続年数
勤務形態
職種
勤務日数（１月あたり）
勤務時間（１日あたり）
決まって支給する給与
一時金（賞与、その他の臨時支給分等）

• 実施された処遇改善の詳細を把
握することができ、政策効果の検
証にとって目的整合性の高い情
報を得ることができる。

• 人件費の分析において、労働者
の属性ごとの状況を把握すること
が可能となるため、今後の処遇改
善の施策立案にとって有益な情
報を得ることができる。

• 現場を担う保育士等のキャリア形
成において重要な指標となる情報
を得ることができる。

• 特定の個人の給与水準が類推さ
れる可能性のある情報（特に小
規模事業者の場合）であるため、
公表方法について慎重な検討が
必要になる。

• 他の制度において既に提出されて
いるデータ（処遇改善に係る実
績報告等）との重複が想定され
る。

資料４
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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（3/6）

（前頁からの続き）

経営実態調査における調査項目 情報の有用性 継続的な見える化において収集項
目とする場合の論点

4. 収支の状況 （1）事業収入（収益）
※1 施設形態ごとに科目構成の異なる調査票がある（下記は私立保
育所の場合）。
※2 社会福祉法人会計、学校法人会計、企業会計ごとのフォーマット
が用意されている（下記は社会福祉法人会計の場合）。

• 収入と支出のバランスについて分
析することができる。

• 公定価格に基づく運営費補助に
よる収入とそれ以外の収入を分け
て考察することができる。

• 他の制度において既に提出されて
いるデータ（法人としての財務諸
表等の作成義務、地方自治体の
指導・監査における提出資料
等）との重複が想定される。

資料４

出展:調査項目の画像イメージは、内閣府HP[令和元年度「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」について]の調査票様式より抜粋
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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（4/6）

（前頁からの続き）

経営実態調査における調査項目 情報の有用性 継続的な見える化において収集項
目とする場合の論点

4. 収支の状況 （2）事業支出（費用）
※1 施設形態ごとに科目構成の異なる調査票がある（下記は私立保
育所の場合）。
※2 社会福祉法人会計、学校法人会計、企業会計ごとのフォーマット
が用意されている（下記は社会福祉法人会計の場合）。

• 運営費補助の単位となる施設又
は事業所ごとの費用構造を把握
できるため、特に公定価格の検討
にとって目的整合性の高い情報を
得ることができる（公定価格の適
正化を通じて事業者の財務安定
も期待される）。

• 保育・幼児教育分野に投じられた
公的資金の最終的な使途が把
握できるため、国民への説明の観
点から最も有効な情報を得ること
ができる。

• 多様な会計フレームワークに基づ
き情報が混在することで、異なる
法人形態間での比較・分析にお
いて加工作業が煩雑になる。一
方で、それぞれの会計基準に基づ
く報告であれば、法人運営で通常
作成する財務データを転記するこ
とで足りるため、事業者の負担は
軽減される。

• 法人の会計期間に関わらず、報
告期間を統一した場合（例えば
4月ー3月に統一）、特定の法人
に対してのみ余分な経理処理の
負担を課すことになるため不平等
が生じる。一方で、各法人の会計
期間に基づく報告とした場合は、
会計期間の異なる法人間での比
較・分析において、一定の配慮が
必要となる。

資料４

出展:調査項目の画像イメージは、内閣府HP[令和元年度「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」について]の調査票様式より抜粋
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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（5/6）

（前頁からの続き）

経営実態調査における調査項目 情報の有用性 継続的な見える化において収集項
目とする場合の論点

4. 収支の状況 • 新たな継続的な見える化の制度
は、基本的に毎年度の情報収集
となるため、費用項目の粒度は事
業者の経理負担の側面について
も考慮する必要がある（通常の
経理事務において区分されていな
い項目の個別掲記を求める場合、
事業者の事務負担は増大）

• 他の制度において既に提出されて
いるデータ（法人としての財務諸
表等の作成義務、地方自治体の
指導・監査における提出資料
等）との重複が想定される。

資料４

出展:調査項目の画像イメージは、内閣府HP[令和元年度「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」について]の調査票様式より抜粋
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継続的な見える化において収集すべき情報の検討（6/6）
資料４

（参考） 医療・介護分野の状況

出展:第2回 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議 資料2より該当部分を抜粋して再掲

医療・介護分野で新たに収集する情報

• 法人全体ではなく、施設又は事業所単位の情報
• 財務情報に焦点（ただし貸借対照表項目は含まない）
• 費用項目だけではなく収益項目を含む
• 人件費については職種別の詳細な内訳（ただし任意項目の位置づけ）
• 事業者による報告のタイミングは毎会計年度終了後

医療分野 介護分野


